
別紙２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶養親族現況届用添付書類一覧

（１）扶養親族の所得状況を証明する書類を、次表に定めるところにより提出してください。（○印は必須書類、※印は場合によって必要な書類です。）
（２）それぞれの事情に応じて下記に掲げる書類以外の書類の提出を求める場合がありますので、ご承知願います。
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無 収 入 ○
※（記載例１）
※（記載例
　　　　１の２）

・所得証明書に収入金額の記載があり、現在無収入である場合は、申立書（記載
例１）
・配偶者が育児休業中の場合は、申立書（記載例１の２）
・配偶者が東青及び下北管内の小中学校教職員で、現在、育児休業中の場合は
申立書（記載例１の２）を提出し、所得証明書不要

配偶者 給 与 収 入 ○ ○ ※（記載例２）
・給与明細書に代え事業主の給与支払証明書（直近３か月分）でも可
・所得証明書に給与収入等の記載がある場合は申立書（記載例２）

事 業 所 得 ○ ○

年金・手当受給 ○ ○
・障害年金、老齢基礎（厚生）年金、特別障害者手当等受給がわかる書類の写し
を添付（H30.6月頃発行年金改定通知書の写し等）

雇用保険受給 ○ ○ ○（記載例３）

子

無 収 入 ○
※(記載例１）
※(記載例４）

・乳幼児、小中学校及び高校（定時制・通信制を除く）に在学する子は所得証明書
不要
・平成２９年度に高校（定時制・通信制を除く）に在学していた場合は、所得証明書
に代えて申立書(記載例４）でも可
・所得証明書に収入金額の記載があり、現在無収入の場合は申立書（記載例１）

給 与 収 入 ○ ○
※(記載例２）
※(記載例４）

・平成２９年度に高校（定時制・通信制を除く）に在学していた場合は、所得証明書
に代えて申立書(記載例４）でも可
・給与明細書に代え事業主の給与支払証明書（直近３か月分）でも可
・所得証明書に給与収入等の記載がある場合は申立書（記載例２）

年金・手当受給 ○ ○ ・障害年金、特別障害者手当等受給がわかる書類の写しを添付

雇用保険受給 ○ ○ ○（記載例３）

無 収 入 ○ ※（記載例１）
・所得証明書に収入金額の記載があり、現在無収入である場合は申立書（記載例
１）

給 与 収 入 ○ ○ ※（記載例２）
・給与明細書に代え事業主の給与支払証明書（直近３か月分）でも可
・所得証明書に給与収入等の記載がある場合は申立書（記載例２）

事 業 所 得 ○ ○

年金・手当受給 ○ ○
・遺族年金、障害年金、老齢基礎（厚生）年金、特別障害者手当等受給がわかる
書類の写しを添付（H30.6月頃発行年金改定通知書の写し等）

父母・ 雇用保険受給 ○ ○ ○（記載例３）

祖父母 無 収 入 ○ ○ ○（記載例５）

（注１） 給 与 収 入 ○ ○ ○ ○（記載例５） ・給与明細書に代え事業主の給与支払証明書（直近３か月分）でも可

事 業 所 得 ○ ○ ○ ○（記載例５）

年金・手当受給 ○ ○ ○ ○（記載例５）
・遺族年金、障害年金、老齢基礎（厚生）年金、特別障害者手当等受給がわかる
書類の写しを添付（H30.6月頃発行年金改定通知書の写し等）

雇用保険受給 ○ ○ ○ ○（記載例５）

無 収 入 ○
※(記載例１）
※(記載例４）

・（上欄）子の無収入者　留意事項欄と同じ

給 与 収 入 ○ ○
※(記載例２）
※(記載例４）

・（上欄）子の給与収入者　留意事項欄と同じ

事 業 所 得 ○ ○

年金・手当受給 ○ ○ ・障害年金、特別障害者手当等受給がわかる書類の写しを添付

弟妹 雇用保険受給 ○ ○ ○（記載例３）

 　 ・孫
　（注２） 無 収 入 ○ ○

※(記載例１）
※(記載例４）
○(記載例５）

・（上欄）子の無収入者　留意事項欄と同じ

給 与 収 入 ○ ○ ○ ○（記載例５） ・（上欄）子の給与収入者　留意事項欄と同じ

事 業 所 得 ○ ○ ○ ○（記載例５）

年金・手当受給 ○ ○ ○ ○（記載例５） ・障害年金等受給がわかる書類の写しを添付

雇用保険受給 ○ ○ ○ ○（記載例５）

無 収 入 ○

年金・手当受給 ○ ○ ・障害年金、特別障害者手当等受給がわかる書類の写しを添付

無 収 入 ○ ※ ○（記載例６）

年金・手当受給 ○ ○ ※ ○（記載例６） ・障害年金、特別障害者手当等受給がわかる書類の写しを添付

（注１）　父母（祖父母）のうち、いずれか一方を扶養親族としている場合、父母双方（祖父母双方）の所得証明書、また、祖父母を扶養している場合は、父母の所得証
明書も必要となります。

（注２）　弟妹を扶養親族としている場合は父母及び兄弟姉妹の所得証明書、孫を扶養親族としている場合は、孫の父母の所得証明書も必要となります。

（注３）　扶養親族（配偶者及び子を除く。）と別居の場合、送金等をしていることが分かる書類（払込書の写し又は受領書の原本（記載例７）等を提出してください。
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